
                                             
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
○定期健康診断とは別に４．５年生で希望する児童のみを対象にした色覚検査を実施します。後日「色

覚検査について」を配布しますので検査を希望される方はそちらの用紙でお申し込みください。なお、

検査結果については色覚異常の有無に関わらず封書で通知いたします。 
                                  

実施した定期健康診断について 

○身長体重 肥満度２５％以上４０％未満の児童は、生活習慣病講演会の聴講対象者となります。４０％

以上の児童は７月に健診センター区役所内健康審査室での精密検査対象者となります。ま

た、成長曲線を描き、値が－２．５ＳＤ以下となる児童、身長の伸びが2年連続で４ｃｍ

以下など著しく発達が停滞している児童については別途お知らせいたします。（ただし低身

長などの原因が明確な児童への勧奨はいたしません。） 

○視力   対象者に黄緑色の用紙を渡しました。受診をお願いしたいのは裸眼、矯正どちらも B,C,D

の方です。Bについては学校では緊張などでうまく応えられず、受診したら Aだったとい

う場合が特に低学年にあります。ご理解ください。 

○内科   受診が必要な児童と当日の欠席者に用紙をお渡しします。 

○耳鼻科  耳垢、鼻炎、難聴の疑いでお知らせを出しました。 

○腎臓   二次検査は２２日（月）です。対象者には連絡済みです。 

 

※今年度より健康診断が終了しましたら 

「定期健康診断の記録」にて全ての結果をお知らせいたします。 

練馬区立早宮小学校 
校長 今村 理恵 
養護教諭 石山 綾 
平成 29年 5月 19日発行   

（家庭数配布） 

新年度がスタートして、1カ月以上が過ぎました。ゴールデンウィークも過ぎ、27日の運動会に向

けて本格的な練習が始まりました。この時期は水分補給を意識的に行ってください。水分補給は運動

開始の20分前にするのが効果的です。ご家庭でも登校前の１杯を意識して飲むよう声かけをしていた

だければと思います。また、土日の疲れを週明けまで残したり、遅い時間までテレビ視聴をして睡眠

不足になったりすることが無いよう、家族で早寝早起きをし、朝ごはんを食べるなど、お子様の体調

管理をしていただきますようお願いいたします。 

4月の感染症発生状況 

インフルエンザ １６人 

溶連菌感染症   ３人 

流行性耳下腺炎  ３人 

感染性胃腸炎   １人 

今後の保健行事 

５月３１日（水）歯科検診 

（1･3･5年と前回欠席者） 

６月１日（木）眼科検診（全学年） 



  
 
 

  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

 新しいクラス、新しい先生に早く慣れ

ようとがんばってきた 4 月が終わり、5
月は疲れが出てくる頃です。 
疲れは体だけでなく心にも現れます。

不安なこと、悩みなどがあれば話を聞い

てもらいましょう。学校では担任の先生

はもちろん、保健室でも養護教諭が話を

聞きますし、心の相談員の関口先生や木

曜日にはスクールカウンセラーの田頭先

生もいらっしゃいます。 
 
体の面では、規則正しい生活習慣を送

るようにしましょう。早起きをして、朝

食をしっかり食べて登校しましょう。今

は毎日運動会の練習がありますのでしっ

かり体を動かすと夜は自然と早く眠りに

つけるでしょう。早く眠ることができれ

ば翌朝もすっきり目が覚め・・・の良い

サイクルができていくと良いですね。体

調管理を万全にし、持てる力を出し切れ

るようにしましょう。 
 

 つめは、物を持ったり、指先を守ったりするためになくてはな

らないものですが、伸びすぎは危険です。つめが伸びていると、

友達に当たってけがをさせたり、指先が何かにぶつかった時つめ

が折れて痛い思いをしたりすることもあります。運動会の練習で

友達の体に触れる機会も増えます。1週間に一度はチェックして
伸びていたら切る習慣を付けましょう。 
 


